
様式第２号（第３条関係） 

 

審 議 会 会 議 録 
 

会議名称 令和２年度第２回大滝区地域協議会 

議  題 
 議案第１号 新市建設計画の変更について 

 議案第２号 伊達市大滝区修学旅行支援補助金について 

開催日時 令和３年１月８日（金）書面会議 

場  所 書面開催 

出 席 者 

 書面決議者12名（未決議者０名） 

所管部課名 大滝総合支所地域振興課地域住民係 

公 開 

非 公 開  

の 別 

 □  公 開 傍聴者の人数  

 □  非公開 非公開の理由  

【会議の概要】 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面会議により開催し、書面表決を行いまし

た。結果は次のとおりです。 

  

１．議 事 

 （１）議案第１号 新市建設計画の変更について 

    説明：資料のとおり 

    意見：なし 

    結果：承認（賛成12名・反対０名） 

  

（２）議案第２号 伊達市大滝区修学旅行支援補助金について 

    説明：資料のとおり 

    意見：以下のとおり 

    結果：承認（賛成12名・反対０名） 

  

  ＜提出意見＞ 

  ・１人当たり35,000円の補助金とあるが、他の伊達市立中学校ＰＴＡ負担額との差異が

分かるよう、算出根拠が明示された資料を提示されたかった。 

  ・修学旅行に関しては、大滝振興基金からではなく、本来は教育費予算から支出すべき

ものと考えられるため、今後、財源の再検討を図られたい。 

  ・学生の頃、壮瞥町の学校へ通っていたが、修学旅行は各学校と合同で行っていた。本

件も、伊達地区の学校と合同で行ってはみてはどうか。交友関係も広げることがで

き、旅行費の削減も図られて良いのではないかと考える。 
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議案第１号 

1 

 

新市建設計画の変更について 

 

１ 新市建設計画の背景 

   新市建設計画は、「市町村の合併の特例に関する法律」（合併特例法）により合併する市町村 

  が合併前に作成する計画であり、新市の将来の基本方針や施策を定め、地域の発展と住民福祉 

の向上を図ることを目的としたものである。 

伊達市では、平成17年２月に伊達市・大滝村合併協議会が作成し、合併年度から平成27年度

までの10年間の計画として策定した。 

その後、合併特例法の改正に伴う計画期間の延長や内容の追加・変更を行い、現在は令和２

年度までの計画となっている。 

なお、国からの財政支援である合併特例債を受けるためには、対象事業を新市建設計画に位 

置づけることが条件となっている。 

 

２ 現行の新市建設計画   

   ・計画期間 ～ 合併年度（平成17年度）から令和２年度まで 

・掲載内容 ～ (1)新市まちづくりの基本方針 (2)新市の施策 (3)財政計画 等 

・新市の将来像 ～ 「自然の恵みと文化がいきづく『健康創造都市』」 

               

３ 計画変更の目的 

   東日本大震災の発生に伴い、平成30年４月に改正された「東日本大震災による被害を受けた合併

市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律（以下、特例法という）」により、合

併特例債の発行期限が５年間延長された。 

結果として、伊達市は令和７年度（当初：令和２年度）まで、合併特例債の発行が可能となった

ことから、起債の根拠となる「新市建設計画」の延長を行うものである。 

 

  ＜今後、合併特例債の活用を見込む事業＞ 

・伊達市図書館改築  

・高度無線環境整備促進事業 

  

４ 変更内容 

   特例法が制定された趣旨としては、東日本大震災によって従来からの事業推進に影響が生じてい

る事情を考慮したものであり、計画の内容を大幅に修正するために延長されたものではないこと、

また、現計画策定時の合併協議会の決定を尊重することから、今回の計画変更については、時点修

正のほか、合併特例債の活用を見込む事業を明文化する程度にとどめ、最小限かつ軽微なものとす

る。 

 箇所 旧計画 新計画 

(1) 計画期間 令和２年度まで 令和７年度まで（５年間延長） 

(2) 人口データ 平成22年国勢調査データ 平成27年国勢調査データ 

(3) 財政計画 令和２年度まで 令和７年度まで 

  ※具体的な変更点については、別添「新市建設計画（変更案）」「新旧対照表」のとおり。 



議案第１号 

2 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

日程 内容 

令和２年12月 ・北海道と協議（知事協議） 

令和３年３月 ・伊達市議会へ上程 

 

 

 

 



項目・ページ

　
　表紙

　Ⅰ　序論
　
　Ｐ３
 

　
　２　計画策定の方針
　
　（１）～（２）　略
　（３）計画の期間
　　　この計画の期間は、合併年度から令和７年度までとします。
　　　なお、この計画で示す主な事業や財政計画などについては、適正な時期に見直
　　しを行うものとします。

　２　計画策定の方針
　
　（１）～（２）　略
　（３）計画の期間
　　　この計画の期間は、合併年度から平成３２年度までとします。
　　　なお、この計画で示す主な事業や財政計画などについては、適正な時期に見直
　　しを行うものとします。

新市建設計画　新旧対照表

変更後（案） 変更前

北海道伊達市

　
　

　　　　　　　　　　　新　市　建　設　計　画

　　　　　　　　　　　　伊達市・大滝村合併協議会

　　　　　　　　　　　　 令和３年３月変更　伊達市

　
　

　　　　　　　　　　　新　市　建　設　計　画

　　　　　　　　　　　　伊達市・大滝村合併協議会

　　　　　　　　　　　　 平成２８年３月変更　伊達市
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　Ⅱ　１市１村
　　　の概況

　Ｐ４

　
　Ⅱ　１市１村
　　　の概況

　Ｐ５

　１　位置・地勢等

　１市１村は、北海道の中央南西部に位置し、間に壮瞥町を挟み、東は登別市・白老町・
千歳市、西は喜茂別町・留寿都村・洞爺村・虻田町、南は室蘭市、北は札幌市と隣接して
おり、面積は、伊達市が170.2km2、大滝村が274.0km2 で合計444.2km2となります。
　市域は、伊達市が東西約17.3km南北約18.5km、大滝村が東西約16.5km南北約27.3kmで、
飛び地の直線距離は、最短で約6.8kmとなっています。
　地形は、噴火湾(内浦湾)に面する南西部は平坦で、内陸部は長流川に沿った丘陵地と
なっています。
　伊達市の有珠山周辺及び大滝村のホロホロ山周辺は、支笏洞爺国立公園に指定されてお
り、優れた自然環境を有するほか、有珠山の火山現象と火山地形は世界的にも重要なもの
となっています。
　気候は、噴火湾に面する伊達市周辺が、温暖で積雪も少ない臨海性の気候であるのに対
し、大滝村周辺は寒暖の差が大きく積雪も多い内陸性の気候となっています。

　　図表１　北海道における本地域の位置
　　図表２　本地域の気象状況(平成９年)(資料：室蘭地方気象台)

　１　位置・地勢等

　１市１村は、北海道の中央南西部に位置し、間に壮瞥町を挟み、東は登別市・白老町・
千歳市、西は喜茂別町・留寿都村・洞爺村・虻田町、南は室蘭市、北は札幌市と隣接して
おり、面積は、伊達市が170.3km2、大滝村が274.0km2 で合計444.3km2となります。
　市域は、伊達市が東西約17.3km南北約18.5km、大滝村が東西約16.5km南北約27.3kmで、
飛び地の直線距離は、最短で約6.8kmとなっています。
　地形は、噴火湾(内浦湾)に面する南西部は平坦で、内陸部は長流川に沿った丘陵地と
なっています。
　伊達市の有珠山周辺及び大滝村のホロホロ山周辺は、支笏洞爺国立公園に指定されてお
り、優れた自然環境を有するほか、有珠山の火山現象と火山地形は世界的にも重要なもの
となっています。
　気候は、噴火湾に面する伊達市周辺が、温暖で積雪も少ない臨海性の気候であるのに対
し、大滝村周辺は寒暖の差が大きく積雪も多い内陸性の気候となっています。

　　図表１　北海道における本地域の位置
　　図表２　本地域の気象状況(平成９年)(資料：室蘭地方気象台)

　２　人口・世帯数

　　平成２７年の国勢調査による１市１村の総人口は34,995人（伊達市33,625人、
　大滝村1,370人）で、昭和６０年以降ほぼ横ばいで推移してきましたが、徐々に減少の傾
　向が表れてきています。
　　世帯数及び１世帯当たりの世帯人員は、平成２７年で、世帯数は15,054世帯
　（伊達市14,543世帯、大滝村511世帯）、世帯人員は2.32人となっており、世帯
　数は増加から減少に転じ、世帯人員はさらに減少する傾向を示しています。

　　図表３　人口の推移（資料：国勢調査）
　　図表４　世帯数の推移（資料：国勢調査）
　　図表５　世帯人員の推移（資料：国勢調査）
　　　※統計データに、最新のデータ（平成27）を追加する。

　２　人口・世帯数

　　平成２２年の国勢調査による１市１村の総人口は36,278人（伊達市34,745人、
　大滝村1,533人）で、昭和６０年以降ほぼ横ばいで推移して　　います。
　　世帯数及び１世帯当たりの世帯人員は、平成２２年で、世帯数は15,287世帯
　（伊達市14,754世帯、大滝村533世帯）、世帯人員は2.37人となっており、世帯
　数が増加し、世帯人員が減少する傾向を示しています。

　　図表３　人口の推移（資料：国勢調査）
　　図表４　世帯数の推移（資料：国勢調査）
　　図表５　世帯人員の推移（資料：国勢調査）
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　Ⅱ　１市１村
　　　の概況

　Ｐ６

　
　Ⅱ　１市１村
　　　の概況

　Ｐ７

　
　Ⅳ　新市の施
　　　策

　Ｐ19

　
　４　快適でゆとりとやすらぎのあるまち

 （１）定住の促進

　①　住宅・住環境の整備
  　　良好な住宅・住環境を確保するため、環境変化や居住者のニーズを踏まえなが
　　ら公営住宅の建替・修繕を計画的に進めるとともに、情報通信の高速化や大容量
　　化に対応するため高度無線環境の整備を促進するなど、総合的に定住環境の整備
　　に取り組んでいきます。

　
　３　産業別就業者

　　平成２２年の産業別就業者数は、第１次産業就業者が10.6％、第２次産業就業者
  が19.0％、第３次産業就業者が70.5％となっており、全道と比較すると第１次産業
  と第２次産業の比率が高くなっています。

　
　　図表８　産業別就業者数の推移
　　図表９　平成２２年における産業別就業者の構成比（資料：国勢調査）

　
　４　快適でゆとりとやすらぎのあるまち

 （１）定住の促進

　①　住宅・住環境の整備
  　　良好な住宅・住環境を確保するため、環境変化や居住者のニーズを踏まえなが
　　ら公営住宅の建替・修繕を計画的に進めます。
  　　大滝地域については、定住促進が大きな課題となっており、公営住宅の整備を
　　進めるとともに、情報通信の充実を図るなど、総合的に定住環境の整備に取り組
　　んでいきます。

　
　３　産業別就業者

　　平成２７年の産業別就業者数は、第１次産業就業者が10.4％、第２次産業就業者
  が18.1％、第３次産業就業者が71.5％となっており、全道と比較すると第１次産業
  と第２次産業の比率が高くなっています。

　
　　図表８　産業別就業者数の推移
　　図表９　平成２７年における産業別就業者の構成比（資料：国勢調査）
　　　　※統計データに、最新のデータ（平成27年）を追加する。

　　年齢３区分別人口は、平成２７年で年少人口が11.3％、生産年齢人口が54.1％、
　老齢人口が34.6％となっており、平成１７年と比べ、年少人口及び生産年齢人口
　が減少する一方、老齢人口が増加してきています。

　　図表６　年齢３区分別人口の推移（資料：国勢調査）
　　図表７　平成２７年における年齢３区分別人口の構成比（資料：国勢調査）
　　　　※統計データに、最新のデータ（平成27年）を追加する。

　　年齢３区分別人口は、平成２２年で年少人口が11.8％、生産年齢人口が57.8％、
　老齢人口が30.4％となっており、平成１２年と比べ、年少人口及び生産年齢人口
　が減少する一方、老齢人口が増加してきています。

　　図表６　年齢３区分別人口の推移（資料：国勢調査）
　　図表７　平成２２年における年齢３区分別人口の構成比（資料：国勢調査

主 な 事  業 事　業　の　概　要

公営住宅整備事業 ・既存公営住宅の建替等

ウェルシーランド構想の推

進【再掲】

・高齢者向けの新交通システムや新しい住宅スタイ
　ルの事業化促進等

ＣＡＴＶ施設整備事業 ・地上波デジタル放送対応施設の整備等

高度無線環境整備推進事業 ・光ファイバ網の整備等

主 な 事 業 事　業　の　概　要

公営住宅整備事業 ・既存公営住宅の建替等

ウェルシーランド構想の推

進【再掲】

・高齢者向けの新交通システムや新しい住宅スタイ
　ルの事業化促進等

ＣＡＴＶ施設整備事業 ・地上波デジタル放送対応施設の整備等
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　Ⅳ　新市の施
　　　策

　Ｐ22

５　人と文化をはぐくみ学びあうまち

 （１）生涯学習活動の推進

　①　学校教育の充実
 
　　　　　　　　　　　　　　　　～中略～

　②　社会教育の充実
      市民の多様な学習ニーズに応えるとともに、地域を担う人材の育成を図るため、
　　少年から高齢者に至るまで、学習機会の充実に取り組むとともに、市民の自主的
　　な学習活動や社会参加を促進します。

５　人と文化をはぐくみ学びあうまち

 （１）生涯学習活動の推進

　①　学校教育の充実
 
　　　　　　　　　　　　　　　　～中略～

　②　社会教育の充実
      市民の多様な学習ニーズに応えるとともに、地域を担う人材の育成を図るため、
　　少年から高齢者に至るまで、学習機会の充実に取り組むとともに、市民の自主的
　　な学習活動や社会参加を促進します。

主 な 事 業 事　業　の　概　要

青少年教育事業 ・自然体験学習やボランティア活動の推進等

 生涯学習推進事業 ・市民講座の実施等

 生きがいづくり学習推進事業 ・高齢者教室の実施、講演会の開催等

                                    

主 な 事 業 事　業　の　概　要

青少年教育事業 ・自然体験学習やボランティア活動の推進等

 生涯学習推進事業 ・市民講座の実施等

 生きがいづくり学習推進事業 ・高齢者教室の実施、講演会の開催等

図書館整備事業 ・図書館の整備等
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　Ⅵ　財政計画

　Ｐ27

　（４）国庫支出金、道支出金
　　　　過去の実績等を基本に、経済社会情勢や、今後予定する普通建設事業に係る
　　　ものや扶助費の伸び率などを踏まえ、見込んでいます。
　（５）地方債
　　　　過去の実績等を基本に、新市建設計画に係る事業に伴う起債（合併特例債を
      含む。）を見込んでいます。また、現行の地方財政制度を基本に、臨時財政対
      策債を見込んでいます。
　（６）分担金及び負担金
　　　　過去の実績等を基本に、ほぼ横ばいで見込んでいます。
　（７）使用料・手数料
　　　　過去の実績等を基本に、ほぼ横ばいで見込んでいます。
　（８）財産収入・寄付金・諸収入
　　　　過去の実績等を基本に、平成28年度からほぼ横ばいで見込んでいます。
　（９）繰入金
　　　　各種基金の取崩しに加え、収支不足分は財政調整基金の取崩しを見込んでい
      ます。

　      臨時財政対策債を除く起債額を投資的経費から試算している。
   （６）その他
         人口推計から試算している。

　　財政計画は、健全な財政運営を行うことを基本に、平成１８年度から令和７年度
　までの２０年間について、合併による歳出の削減効果、社会福祉関係経費の増加、
　新市建設計画に必要な経費等を反映させ、普通会計ベースで作成しています。
　　なお、平成１８年度から令和元年度までの数値はそれぞれの年度の決算値、令和
　２年度以降の数値は決算見込値としています。

　１　歳入

　 （１）地方税
　　　　 人口推計及び過去の市税伸び率等から試算している。
　 （２）普通交付税
         地方税等の推計値と人口推計から試算している。
   （３）地方交付金等
         消費税増税分及び人口推計から試算している。
   （４）国・道支出金
         扶助費及び投資的経費から試算している。
   （５）市債

　　財政計画は、健全な財政運営を行うことを基本に、平成１８年度から平成３２年
　度までの１５年間について、合併による歳出の削減効果、社会福祉関係経費の増加、
　新市建設計画に必要な経費等を反映させ、普通会計ベースで作成しています。
　　なお、平成１８年度から平成２６年度までの数値はそれぞれの年度の決算値、平
　成２７年度以降の数値は決算見込値としています。

　１　歳入

　（１）地方税
　　　　現行の税制度を基本に、経済社会情勢などを踏まえ、徐々に減少する方向で
      見込んでいます。
　（２）地方譲与税・交付金
　　　　過去の実績等を基本に、地方消費税交付金の増加を見込んでいます。
　（３）地方交付税
　　　　普通交付税は現行の交付税制度を基本に、平成２８年度から合併算定替に係
　　　る激減緩和措置分を減少、特別交付税は、平成２８年度から横ばいで見込んで
　　　います。
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　Ⅵ　財政計画

　Ｐ28

　
　Ⅵ　財政計画

　Ｐ29、30

　裏表紙 新 市 建 設 計 画

平成１７年２月

発行　伊達市・大滝村合併協議会

伊達市
平成２８年３月変更

新 市 建 設 計 画

平成１７年２月

発行　伊達市・大滝村合併協議会

伊達市
令和３年３月変更

   （７）その他
         過去の伸び率や決算額に占める割合から試算している。
   （８）投資的経費
         令和元年度から令和３年度については、現時点で予定されている普通建設事業
       から試算し、令和４年度以降は各種計画や過去の決算推移から試算している。

　（６）普通建設事業費
　　　　過去の実績等を基本に、新市建設計画に係る事業を見込んでいます。
　（７）公債費
　　　　平成２６年度までに発行済の地方債に係る償還予定額に、平成２７年度以降
      の普通建設事業に伴う地方債及び臨時財政対策債に係る新規償還見込額を加え
      て算定しています。
　（８）投資・出資・貸付金
　　　　過去の実績等を基本に、平成28年度から横ばいで見込んでいます。
　（９）積立金
　　　　過去の実績等を基本に、平成28年度から横ばいで見込んでいます。
　（10）繰出金
　　　　過去の実績等を基本に、下水道、国民健康保険、介護保険などの事業特別会
      計への繰り出しを見込んでいます。

　２　歳出

　（１）人件費
　　　　各年度の新規採用見込数、退職者見込数などを踏まえ、見込んでいます。
　
　（２）物件費
　　　　過去の実績等を基本に、消費税率の引上げや新規施設の維持管理費を見込ん
      でいます。
　（３）維持補修費
　　　　過去の実績等を基本に、公共施設の老朽化を踏まえ、増加する方向で見込ん
      でいます。
　（４）扶助費
　　　　過去の実績等を基本に、高齢化の進行等を踏まえ、増加する方向で見込んで
      います。
　（５）補助費等
　　　　過去の実績等を基本に、横ばいで見込んでいます。

　２　歳出

　 （１）人件費
         令和元年度の年齢構成から将来の年齢構成を推計し、令和元年度の年代別平均
　　　 給与から試算している。
　 （２）扶助費
         過去の伸び率及び７５歳以上の人口推計の伸び率から試算している。
   （３）公債費
         過去の実績及び計画期間中の臨時財政対策債と市債の発行見込みから試算し
       ている。
   （４）物件費
         消費税増税分及び総事業費の伸び率から試算している。
   （５）維持補修費
         消費税増税分、総事業費の伸び率及び各種計画から試算している。
   （６）繰出金
         普通建設事業の伸び率から試算している。

　３　財政計画

　（１）歳入
　（２）歳出
　　　（別表①のとおり）

　３　財政計画

　（１）歳入
　（２）歳出
　　　（別表①’のとおり）
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 ※別表

３　財政計画

　　　 変更前（別表①）

　Ⅵ　財政計画

　Ｐ29、30

（１）歳入 （単位:百万円）

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

地方税 3,512 3,755 3,844 3,724 3,738 3,813 3,781 3,779 3,859 3,679 3,642 3,606 3,505 3,470 3,435

地方譲与税・交付金 1,121 812 774 738 740 681 640 649 692 631 781 781 881 881 881

地方交付税 5,979 5,584 6,019 6,095 6,542 6,696 6,854 6,875 6,635 6,200 6,058 5,899 5,742 5,586 5,432

国庫支出金 1,770 1,616 1,949 3,175 2,707 3,063 2,733 3,271 2,847 2,528 2,836 2,623 2,655 2,703 2,856

道支出金 784 947 1,181 970 1,145 1,160 1,122 1,289 1,089 1,049 1,063 1,077 1,092 1,107 1,122

地方債 2,008 2,400 1,691 1,417 1,852 2,121 1,728 1,685 1,216 1,591 1,407 2,730 1,478 1,498 1,993

分担金及び負担金 228 87 84 106 100 95 100 117 224 225 225 225 214 214 214

使用料・手数料 539 524 536 615 608 595 617 609 520 519 520 519 520 519 519

財産収入・諸収入等 732 1,243 1,120 1,206 1,209 1,282 1,081 1,379 1,488 1,205 358 358 201 201 303

繰入金 61 137 78 126 143 72 43 38 434 113 346 597 623 800 630

合計 16,734 17,105 17,276 18,172 18,784 19,578 18,699 19,691 19,004 17,740 17,236 18,415 16,911 16,979 17,385

（２）歳出 （単位:百万円）

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

人件費 2,973 2,890 2,675 2,665 2,689 2,464 2,355 2,217 2,230 2,443 2,213 2,127 2,183 2,161 2,111

物件費 1,883 1,916 1,781 2,027 2,031 2,065 1,972 1,983 2,316 2,668 2,615 2,667 2,558 2,558 2,558

維持補修費 257 260 284 271 253 284 279 292 299 332 327 329 330 332 334

扶助費 2,250 2,316 2,395 2,540 3,116 3,102 3,224 3,242 3,398 3,367 3,382 3,467 3,554 3,643 3,734

補助費等 1,738 1,820 1,867 2,290 2,126 2,100 2,031 2,417 2,378 2,586 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202

普通建設事業費 2,838 2,407 3,028 2,696 2,575 3,748 2,804 3,120 2,876 1,691 2,175 3,341 1,851 1,901 2,243

公債費 2,200 2,287 2,266 2,316 2,276 2,350 2,369 2,430 2,374 2,320 2,132 2,092 2,039 1,988 2,008

投資・出資・貸付金 103 529 520 517 509 510 444 303 202 104 4 4 4 4 4

積立金 201 814 218 611 881 749 80 1,014 217 7 7 6 6 6 6

繰出金 1,850 1,773 1,750 1,713 1,708 1,699 2,280 1,777 1,968 2,222 2,180 2,181 2,182 2,183 2,185

合計 16,293 17,012 16,784 17,646 18,164 19,071 17,838 18,795 18,258 17,740 17,236 18,415 16,911 16,979 17,385
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　　　 変更後（別表①'）

（１）歳入

 18年度  19年度  20年度 21年度 22年度  23年度 24年度  25年度 26年度  27年度  28年度  29年度  30年度  元年度  ２年度  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  ７年度

3,512 3,755 3,844 3,724 3,738 3,813 3,781 3,779 3,859 3,788 3,855 3,820 4,008 3,989 3,917 3,840 3,823 3,778 3,716 3,671

5,156 4,824 5,231 5,296 5,696 5,668 5,984 5,991 5,768 5,730 5,603 5,497 5,603 5,694 5,478 5,484 5,526 5,505 5,518 5,522

2,554 2,563 3,130 4,145 3,852 4,223 3,855 4,560 3,980 3,793 3,959 3,865 3,793 3,772 3,793 3,610 3,609 3,518 3,536 3,646

408 441 93 492 526 620 507 860 896 747 1,058 961 562 377 213 43 0 0 0 0

2,008 2,400 1,691 1,417 1,852 2,121 1,728 1,685 1,216 1,256 1,428 3,229 1,276 1,027 1,253 1,082 1,339 1,076 1,078 1,114

うち臨時財政対策費 454 412 386 599 871 670 703 724 683 625 509 532 531 423 422 422 425 423 424 425

1,152 1,549 1,725 1,561 1,534 1,424 1,334 1,283 1,727 1,179 1,114 2,046 1,230 1,569 1,613 1,263 1,200 1,190 1,166 1,164

16,734 17,105 17,276 18,172 18,784 19,578 18,699 19,691 19,005 18,326 18,686 21,148 18,188 18,122 18,067 17,154 17,320 16,884 16,810 16,894

（２）歳出

 18年度  19年度  20年度  21年度  22年度  23年度  24年度  25年度  26年度  27年度  28年度  29年度  30年度  元年度  ２年度  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  ７年度

7,423 7,493 7,336 7,521 8,081 7,916 7,948 7,889 8,002 7,871 7,718 7,756 7,697 7,741 8,055 8,149 8,147 8,053 7,975 7,941

人件費 2,973 2,890 2,675 2,665 2,689 2,464 2,355 2,217 2,230 2,230 2,098 2,108 2,137 2,172 2,477 2,487 2,477 2,461 2,454 2,457

扶助費 2,250 2,316 2,395 2,540 3,116 3,102 3,224 3,242 3,398 3,336 3,447 3,500 3,341 3,411 3,423 3,438 3,453 3,468 3,483 3,497

公債費 2,200 2,287 2,266 2,316 2,276 2,350 2,369 2,430 2,374 2,305 2,173 2,148 2,219 2,158 2,155 2,224 2,217 2,124 2,038 1,987

6,032 7,111 6,420 7,429 7,508 7,407 7,086 7,786 7,379 7,845 7,353 8,086 7,929 8,174 7,891 7,628 7,683 7,568 7,441 7,582

物件費 1,883 1,916 1,781 2,027 2,031 2,065 1,972 1,983 2,316 2,417 2,493 2,481 2,693 2,629 2,435 2,436 2,461 2,473 2,494 2,536

維持補修費 257 260 284 271 253 284 279 292 299 297 313 383 326 285 300 296 299 300 302 307

繰出金 1,850 1,773 1,750 1,713 1,709 1,699 2,280 1,777 1,968 1,943 2,060 2,121 1,614 1,685 1,754 1,690 1,685 1,678 1,578 1,640

その他 2,042 3,162 2,605 3,418 3,515 3,359 2,555 3,734 2,796 3,188 2,487 3,101 3,296 3,575 3,402 3,206 3,238 3,117 3,067 3,099

2,838 2,408 3,028 2,696 2,575 3,748 2,804 3,120 2,877 1,552 2,654 4,745 2,185 1,995 2,078 1,651 1,834 1,632 1,635 1,723

16,293 17,012 16,784 17,646 18,164 19,071 17,838 18,795 18,258 17,268 17,725 20,587 17,811 17,910 18,024 17,428 17,664 17,253 17,051 17,246 合     計

投資的経費

その他の経費

    区     分

義務的経費

1,817 1,796 1,7771,730 1,716 1,694 1,800 1,832 1,8231,6691,833

国・道支出金

繰越金

市　債

その他

合     計

   区     分

地方税

普通交付税

地方交付金等
（特別交付税含む）

1,510 1,533 1,5591,944 1,566 1,562 1,537 1,586 1,709
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Ⅰ 序 論                                                  

 

 １ 合併の必要性 

 

伊達市及び大滝村は、ともに長流川流域に位置しており、国道４５３号により結

ばれ、通勤・通学、買物といった生活面でもつながりの強い地域として発展してき

ています。 

市町村は、住民へ様々なサービスを提供したり、地域の特色を生かしながらまち

づくり進めるなど、住民に最も身近な自治体として重要な役割を果たしていますが、

近年、市町村を取り巻く環境は、本格的な分権社会の到来、少子高齢化の急速な進

展、国・地方を取り巻く厳しい財政状況など大きく変化してきています。 

こうした環境変化に対応し、地域の持続的発展を図っていくため、合併を通じた

効果的、効率的な地域づくりの必要性が高まっています。 

 

 （１）地方分権への対応 

 

個性豊かで活力ある地域社会の実現を図るためには、住民に身近な行政はできる

だけ市町村が行うことが望ましいとの考えに基づき地方分権が推進されており、市

町村の主体性と責任が一層高まるとともに、その役割がこれまで以上に重視されて

います。 

これからのまちづくりに当たっては、市町村自らが考え、行動することが求めら

れており、新たな行政課題に的確に対応できる分権時代にふさわしい行政体制を整

備していくことが必要となっています。 

 

 （２）少子高齢社会への対応 

 

我が国では、今後急速に少子高齢化が進みますが、本地域においてもその傾向が

顕著であり、老齢人口の割合が高まる一方、経済活動の担い手である生産年齢人口

の減少が予想され、地域の活力低下や税収の減少などにより行政サービスの維持が

難しくなることが懸念されます。 

少子高齢社会に対応し、行政コストの削減を図り、簡素で効率的な行政体制を構

築することなどにより必要な行政サービスを維持していくことが求められていま

す。 

 

 （３）厳しい財政状況への対応 

 

我が国の財政は、長引く景気の低迷などにより、国・地方を合わせた借入金残高

が、平成１６年度末で約７１９兆円に達すると見込まれるなど、国・地方ともに厳

しい財政状況にあり、国においては地方制度改革が進められています。 

１市１村の財政は、地方交付税などの依存財源の割合が高く、今後の行財政運営

に当たっては、限られた財源の中で、より効果的、効率的な運営が求められていま

す。 
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 ＜合併の効果及び懸念される事項への対応＞ 

        合 併 の 効 果  懸念される事項への対応 

 

①  地域資源を活かした一体的なまちづくり 

    当地域にはすぐれた景観や温泉、特色ある

 イベント、多彩な農林水産物といった地域

資源があり、こうした地域資源をこれまで以

上に有機的に連携させ、一体的にまちづくり

に取り組むことにより、農業や観光をはじめ

とする地域産業の一層の活性化が図られるな

ど、さらに魅力あふれるまちとなって発展し

ていくことが期待できます。 

 

② 人々の交流範囲の拡大、活性化 

   芸術、文化、スポーツといった活動の人々

の交流の輪が広がり、団体組織が拡大するこ

とにより、レベルアップが図られたり、人数

的な制約が少なくなるなど、活動の選択肢が

増え、活性化が期待できます。 

 

③ 生活利便性の向上 

  交通機関の発達などにより、住民の日常生

活圏は行政区域を越えて広がっていますが、

保育所や文化・スポーツ施設など各種施設が

増加し、施設利用の幅が広がるほか、利用可

能な窓口が増加するなど、生活利便性の向上

が期待できます。 

 

④ 行財政の効率化・高度化 

   管理部門を統合し必要な部門へ職員を配置

 することなどにより行政体制に厚みを持たせ

 ることや、行政経費の削減による新たな事業

 の実施、計画的、効率的な公共施設の配置な

 ど行財政の効率化・高度化を図ることが期待

 できます。 

 

 

 

① 中心部と周辺部の格差や地域の声の反映 

  中心部ばかりが整備されたり、周辺地域の

声が届きにくくなるという懸念については、

建設計画において、それぞれの地域が特性を

活かして役割分担しながら発展が図られるよ

うにするとともに、選挙区の導入や地域自治

区の設置などにより対応していきます。 

 

② 住民サービスの低下や負担の増加 

  住民サービスや負担については、時代の流

れや財政状況を踏まえて、将来を見据えた見

直しが必要となっており、行政コストの削減

や簡素で効率的な行政体制を構築する中で、

サービス水準や住民負担について調整してい

きます。 

 

③ 役所が遠くなり、行政サービスが受けに 

くくなる 

  周辺地域から市役所までの距離が遠くなり

、きめ細かな行政サービスが受けられなくな

るのでないかということについては、保健、

除雪など住民に直接かかわるサービスは、旧

庁舎が引き続きそうした役割を担うようにす

るほか、職員の急激な減少や地域への影響な

ども考慮し、機能分担や職員配置を行ってい

きます。 

 

④ 地域の文化や伝統の喪失 

  地域の文化や伝統が失われてしまうという

懸念については、各地域が持っている歴史、

文化、伝統やイベントといった個性を大切に

したまちづくりを進めていきます。 
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２ 計画策定の方針 

 

 （１）計画策定の趣旨 

 

この計画は、伊達市及び大滝村の合併後に新市を建設していくための基本方針と

これに基づく施策を定め、その実現を図ることにより、１市１村が特性を活かしな

がら一体的なまちづくりを推進し、地域の発展と住民福祉の向上を図ろうとするも

のです。 

 

 （２）計画の構成 

 

この計画は、新市まちづくりの基本方針、基本方針を実現するための新市の施策、

公共的施設の適正配置と整備及び財政計画を中心に構成しています。 

 

 （３）計画の期間 

 

この計画の期間は、合併年度から令和７年度までとします。 

なお、この計画で示す主な事業や財政計画などについては、適切な時期に見直し

を行うものとします。 
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Ⅱ １市１村の概況   

 

 １ 位置・地勢等 

 

１市１村は、北海道の中央南西部に位置し、間に壮瞥町を挟み、東は登別市・白

老町・千歳市、西は喜茂別町・留寿都村・洞爺村・虻田町、南は室蘭市、北は札幌

市と隣接しており、面積は、伊達市が 170.2km2、大滝村が 274.0km2 で合計 444.2km2

となります。 

市域は、伊達市が東西約   図表１ 北海道における本地域の位置 

17.3km 南北約 18.5km、大 

滝村が東西約 16.5km 南北 

約 27.3km で、飛び地の直 

線距離は、最短で約 6.8km 

となっています。 

 地形は、噴火湾(内浦湾) 

に面する南西部は平坦で、 

内陸部は長流川に沿った丘 

陵地となっています。 

 伊達市の有珠山周辺及び 

大滝村のホロホロ山周辺は、 

支笏洞爺国立公園に指定さ 

れており、優れた自然環境 

を有するほか、有珠山の火 

山現象と火山地形は世界的 

にも重要なものとなってい   図表２ 本地域の気象状況(平成９年)(資料：室蘭地方気象台) 

ます。 

  気候は、噴火湾に面する 

伊達市周辺が、温暖で積雪 

も少ない臨海性の気候であ 

るのに対し、大滝村周辺は 

寒暖の差が大きく積雪も多 

い内陸性の気候となってい 

ます。 
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２ 人口・世帯数 

 

平成２７年の国勢調査による１市１村の総人口は 34,995 人（伊達市 33,625 人、

大滝村 1,370 人）で、昭和６０年以降ほぼ横ばいで推移してきましたが、徐々に減

少の傾向が表れてきています。 

世帯数及び１世帯当たりの世帯人員は、平成２７年で、世帯数は 15,054 世帯（伊

達市 14,543 世帯、大滝村 511 世帯）、世帯人員は 2.32 人となっており、世帯数は

増加から減少に転じ、世帯人員はさらに減少する傾向を示しています。 

 

       図表３ 人口の推移（資料：国勢調査） 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
    図表４ 世帯数の推移（資料：国勢調査）       図表５ 世帯人員の推移（資料：国勢調査） 
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年齢３区分別人口は、平成２７年で年少人口が 11.3％、生産年齢人口が 54.1％、

老齢人口が 34.6％となっており、平成１７年と比べ、年少人口及び生産年齢人口が

減少する一方、老齢人口が増加してきています。 
 
     図表６ 年齢３区分別人口の推移（資料：国勢調査）  
                                                                       （人：%） 

       区    分 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

 
 
  
  総 人 口 
 
 

１ 市 １ 村 計      37,066(100.0)      36,278(100.0)      34,995(100.0) 

 
 
 
 

 伊 達 市      35,223(100.0)      34,745(100.0)      33,625(100.0) 

 大 滝 村       1,843(100.0)       1,533(100.0)       1,370(100.0) 

全      道   5,627,737(100.0)   5,506,419(100.0)   5,381,733(100.0) 

 
 
  年少人口 
  
（0~14歳) 

 

１ 市 １ 村 計       4,615( 12.5)       4,276( 11.8)       3,966( 11.3) 

 
 
 
 

 伊 達 市       4,468( 12.7)       4,144( 11.9)       3,875( 11.5) 

 大 滝 村         147(  8.0)         132(  8.6)          91(  6.6) 

全      道    719,057( 12.8)     657,312( 12.0)     608,296( 11.3) 

 
 
  生産年齢 
 
  人    口  
          
（15~64歳） 
 

１ 市 １ 村 計      22,437( 60.5)      20,959( 57.8)      18,910( 54.1) 

 
 
 
 

 伊 達 市      21,406( 60.8)      20,212( 58.2)      18,298( 54.4) 

 大 滝 村      1,031( 55.9)         747( 48.7)         612( 44.7) 

全   道  3,696,064( 65.7)  3,482,169( 63.3)   3,190,804( 59.3) 

 
  
  老齢人口 
 
(65歳以上) 

 
 

１ 市 １ 村 計      10,014( 27.0)      11,040( 30.4)      12,119( 34.6) 

 
 
 
 

 伊 達 市       9,349( 26.5)      10,386( 29.9)      11,452( 34.1) 

 大 滝 村         665( 36.1)         654( 42.7)         667( 48.7) 

全   道  1,205,692( 21.4)  1,358,068( 24.7)  1,582,633( 29.4) 

 
 
図表７ 平成２７年における年齢３区分別人口の構成比（資料：国勢調査） 
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7.4%

10.1%

18.3%

10.1%

17.9%

18.1%

5.6%

18.5%

74.7%
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３ 産業別就業者 

平成２７年の産業別就業者数は、第１次産業就業者が 10.4％、第２次産業就業者

が 18.1％、第３次産業就業者が 71.5％となっており、全道と比較すると第１次産業

と第２次産業の比率が高くなっています。 

 
   図表８ 産業別就業者数の推移 （資料：国勢調査）                            （人：%） 
 

区    分     平成１７年      平成２２年     平成２７年 

 
 

就業者総数 
 
 

１ 市 １ 村 計      16,589(100.0)      15,628(100.0)      15,971(100.0) 

 
 
 
 

 伊 達 市      15,838(100.0)      15,047(100.0)      15,452(100.0) 

 大 滝 村         751(100.0)         581(100.0)         519(100.0) 

全   道   2,553,400(100.0)   2,372,293(100.0)   2,300,158(100.0) 

 
 
 

第１次産業 

 
 
 

１ 市 １ 村 計       1,797( 10.8)       1,651( 10.5)       1,655( 10.4) 

 
 
 
 

 伊 達 市       1,687( 10.7)       1,540( 10.2)       1,560( 10.1) 

 大 滝 村         110( 14.6)         111( 19.1)          95( 18.3) 

全   道     200,822(  7.9)     181,531(  7.7)     170,336(  7.4) 

 
 
 

第２次産業 

 
 
 

１ 市 １ 村 計       3,038( 18.3)       2,963( 19.0)       2,895( 18.1) 

 
 
 
 

 伊 達 市       2,988( 18.9)       2,934( 19.5)       2,866( 18.5) 

 大 滝 村          50(  6.7)          29(  5.0)          29(  5.6) 

全   道     495,496( 19.4)     429,376( 18.1)     411,569( 17.9) 

 
 
 

第３次産業 

 
 
 

１ 市 １ 村 計      11,754( 70.9)      11,014( 70.5)      11,421( 71.5) 

 
 
 
 

 伊 達 市      11,163( 70.5)      10,573( 70.3)      11,026( 71.4) 

 大 滝 村         591( 78.7)         441( 75.9)         395( 76.1) 

全   道  1,857,082( 72.7)  1,761,386( 74.2)  1,718,253( 74.7) 

   

 

  図表９ 平成２７年における産業別就業者の構成比（資料：国勢調査） 
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Ⅲ 新市まちづくりの基本方針 

 

 １ 新市の将来像 

 

     自然の恵みと文化がいきづく「健康創造都市」 

 

急速な少子高齢化の進展や地方分権の推進など、市町村を取り巻く環境が大きく

変化する中、新市が持続的に発展していくためには、地域の特性や資源を最大限に

活かし、役割を分担しながら、雇用の場を確保し若者の定住促進を図るなど、少子

高齢社会に対応したまちづくりを戦略的に進めていくことが必要です。 

これからの時代を考えると、人々の健康志向や食の安全に対するニーズ、環境に

対する関心などは一層高まっていくものと思われます。 

本地域の持つ豊かな自然や温泉資源は、人々の健康増進に活用できる貴重な資源

であり、豊富な農林水産資源は、安全･安心なものの供給を通して人々の健康に資す

ることができます。また、高齢者は健康で安心して暮らせることを願っており、そ

のための素地も持っています。 

このようなことから、新市においては、『自然の恵みと文化がいきづく「健康創

造都市」』を将来像として掲げ、時代のニーズともいえる「健康」をキーワードに、

潜在的な可能性を開花させ、少子高齢社会に対応した新たな地域産業の展開を図る

とともに、だれもが健康で充実感のある生活を送ることができるまちづくりをめざ

します。 
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２ 新市まちづくりの基本目標 

 

将来像の実現に向け、新市まちづくりの基本目標を次のとおり設定します。 

 

    □  健康で安心してくらせるあたたかいまち 

    □ 産業がいきいきと躍動するまち 

    □ 自然を感じ火山と共生するまち 

    □ 快適でゆとりとやすらぎのあるまち 

    □ 人と文化をはぐくみ学びあうまち 

    □ みんなで知恵をだしあう創造のまち 

 

 

  □ 健康で安心してくらせるあたたかいまち 

 

本地域は、全道を上回って高齢化が進んでおり、本格的な少子高齢社会を迎え、

高齢化や核家族化といった社会構造の変化への対応が求められています。 

このため、ノーマライゼーションの考えのもと、地域でお互いが助け合う仕組み

の構築や多様なサービスの提供を促進するなど､だれもが自立し、健康で安心して暮

らせるあたたかみのあるまちづくりを進めるとともに、子どもたちがのびのびと元

気に育つことができる環境の充実を図ります。 

また、災害や犯罪から生命や財産を守るため､住民一人ひとりの意識を高めるとと

もに、災害などにすばやく対応できる体制づくりを進めます。 

 

  □ 産業がいきいきと躍動するまち 

 

本地域は、農林水産業や観光産業を主産業として発展してきており、豊かな自然

や多彩な農林水産物に恵まれています。また、温暖な気候などから転入者も多く、

医療・福祉機関等が集積しています。 

時代のニーズに対応し、安全･安心を基本とした農林水産業の振興や、健康面に着

目した観光産業の新たな展開を図るとともに、生活産業の創出や起業の支援に取り

組むなど、地域の特性を活かしながら、産業の活性化と雇用の場の確保に取り組み

ます。 

 

  □ 自然を感じ火山と共生するまち 

 

本地域は、豊かな自然や有珠山、長流川といったすぐれた景観、特色ある温泉に

恵まれています。 

これらは地域のかけがえのない財産であり、将来にわたって保全･伝承するととも
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に適切な活用を図っていくほか、循環型社会の形成に向けリサイクルを推進するな

ど環境を重視した取組を進めます。 

また､周期的に噴火する有珠山を有することから、将来に備えた対策を講ずるとと

もに、火山と共生するまちづくりを進めます。 

 

  □ 快適でゆとりとやすらぎのあるまち 

 

大滝地域では人口の減少傾向や高齢化が進行する中、定住促進が大きな課題とな

っています。  

このため、雇用の創出など定住を促進するための取組を総合的に進めるとともに、

交通利便性の確保を図ります。 

また、住みよい生活環境を整えることは、まちづくりにとって重要なことであり、

日常のくらしを支える道路、下水道、公園、住宅といった生活環境の整備に総合的、

計画的に取り組むとともに、高度情報基盤の整備を促進します。 

 

   □ 人と文化をはぐくみ学びあうまち 

 

成熟社会を迎え、人々は心の豊かさ、生きがい、充実感といったものを求めてい

ますが、本地域には、豊かな自然や独自の歴史・文化があり、スポーツ活動、国際

交流なども盛んです。 

こうした地域の特長を活かし、だれもが意欲に応じてさまざまな学習ができる環

境の充実を図り、住民一人ひとりが地域に愛着を持っていきいきと過ごすことがで

きる生涯学習のまちづくりを進めます。 

 

   □ みんなで知恵をだしあう創造のまち 

 

まちづくりの主役はそこに暮らす住民です。今後のまちづくりに積極的な住民参

画は欠かせないものであり、自らできることは自ら行う、地域でできることは地域

で行うという姿勢が大切です。 

住民自治の確立に向けて、住民参画を進める仕組みづくりに取り組むとともに、

住民と行政の信頼関係を築き、適切な役割分担と連携を図りながら、みんなで知恵

を出し合い、創意工夫してまちづくりを進めます。 

また、男女がお互いを尊重し、イコール・パートナーシップ（対等な関係）で、

さまざまな分野で個性と能力が発揮できるよう男女共同参画社会の形成に努めま

す。 

行政においては、厳しい財政状況の中、健全で効果的・効率的な行財政運営を進

めるとともに、政策形成など分権時代に対応した体制整備を図ります。 
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 ３ 地域の発展方向 

 

伊達地域及び大滝地域は、それぞれが魅力ある地域資源を有しており、さらなる

発展の可能性を秘めています。 

恵まれた資源を最大限に活用し、それぞれの地域が役割を分担しながら、これま

で以上に連携し、産業の活性化を図り、雇用の場を確保することにより、地域全体

の発展をめざします。 

 

   □ 伊達地域 

 

 

温暖な気候を活かした心の豊かさややすらぎのあるまちづくり 

 

 

・ 気候が温暖で優良な住環境を活かし、高齢者が安心して暮らせる地域づくりや

高齢社会のニーズに対応した生活産業・住宅施策の創出をするとともに、魅力を

高めるまちづくりに取り組み、定住促進を図ります。 

・ 安全・安心な農水産物の供給を図るため、クリーン農業の普及や栽培漁業の振

興に取り組むとともに、歴史や文化を活かした通年型の文化・体験観光の展開な

どに取り組みます。 

 

  □ 大滝地域 

 

 

豊かな資源を活かした癒しのまちづくり 

 

 

・ 長流川の渓流に沿った北湯沢温泉をはじめ、景勝地三階滝、徳舜瞥山など四季

折々の豊かな自然に恵まれており、こうした特性を活かし、体験滞在型観光の推

進など自然と共生する癒しの里としてのまちづくりを進めます。  

・ 農林業については、健康小果樹アロニアの特産品化や間伐材の活用などによる

振興を図るとともに、地域の９割を占める森林の保全に努めます。 
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　③交流活動の推進

　①住民参画の推進

　②男女共同参画の推進

　①効率的な行財政運営

　④公園・緑地の整備

　①公共交通機関等の充実

　①学校教育の充実

　②社会教育の充実

　①地域文化の振興

　②スポーツの振興

（２）観光の振興

（３）新たな産業の創出

（２）行財政改革の推進

　４ 快適でゆとりと
　　 やすらぎのある
　　 まち

　５ 人と文化を
　　 はぐくみ
　　 学びあうまち

　６ みんなで知恵を
　　 だしあう
　　 創造のまち

（１）生涯学習活動の推進

（２）文化・スポーツ、
      交流活動の推進

（１）市民による
      まちづくり

　３ 自然を感じ火山と
　　 共生するまち

（１）定住の促進

（２）生活環境の整備

（３）交通利便性の確保

（１）環境の保全と火山
      との共生

（２）生活環境の保全

　②上水道の整備

　③下水道の整備

　②商工業の振興

　①新たな観光の展開

　①起業の促進

　①生活環境の保全

　①環境保全の充実と景観形成
　　の推進

　①住宅・住環境の整備

　①道路・河川の整備

　①農林水産業の振興

　①健康づくりの推進

　②社会福祉対策の推進
　１ 健康で安心して
　　 くらせる
　　 あたたかいまち

　③子育て支援対策の推進

　④高齢者福祉対策の推進

　⑤勤労者・消費者の生活安定

　①消防・救急体制の充実

　②防災体制の充実

　③防犯、交通安全の推進

　２ 産業がいきいき
　　 と躍動するまち

（１）地域産業の振興

（２）安全・安心のまち
　　  づくり

（１）健康と助け合いの
　　  まちづくり

Ⅳ 新市の施策  

  新市まちづくりの基本目標に基づいて、施策体系を次のとおり設定します。 
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１ 健康で安心してくらせるあたたかいまち 

 

 （１）健康と助け合いのまちづくり 

 

① 健康づくりの推進  

        市民の健康の保持増進を図るため、各種検診や健康相談などを実施するほか、   

地域の温泉資源やスポーツ施設などを活用しながら健康づくりに取り組みます。 

    また、地域医療については、中核的な医療機関や救急患者の初期医療の充実を   

図るとともに、周辺地域の医療機関の確保に努めます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 
 保健サービスの提供 
 

・健康診査、健康相談などによる生活習慣病の予防、

 予防接種の実施、母子保健事業等 

介護予防・訪問指導 ・機能訓練、訪問指導、介護予防等 

 憩いと癒しの里整備事業 
 【再掲】 

・観光、宿泊、医療、保健、農業等の連携による新  
  たな観光サービスの開発、健康保養型施設の整備 
  （北湯沢地区等） 

 
 地域医療確保対策 
  

・伊達赤十字病院の機能充実支援、広域救急医療の 

確保、一次救急医療確保等 

 

    ② 社会福祉対策の推進 

        少子高齢化や核家族化が進むなか、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、   

ボランティア活動など地域に根ざした福祉活動を促進するとともに、母子・父子   

福祉の充実などに取り組みます。 

        また、障がいのある人も普通に生活ができる地域社会を目指し、地域共同作業   

所や通所授産施設の運営を支援するなど障がい者の自立や社会参加を促進しま

す。 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

児童デイサービスセンター 
 整備事業 

・心身障がい児療育施設の整備 

 障がい者（児）の自立、 
社会参加の促進 

・地域共同作業所、通所授産施設、グループホーム 

の運営支援、居宅生活支援等 

 

    ③ 子育て支援対策の推進 

        子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化しているなか、安心して子どもを生   

み育てることができるよう、多様化する保育ニーズに対応し、延長保育など保育    
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サービスの充実に努めるとともに、一次保育対策に取り組みます。 

    また、子育て支援センターを中心とした相談・支援体制の整備を図ります。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

子育て支援事業 
・子育て家庭に対する育児相談・指導、ブックスター

ト事業等 

 

    ④ 高齢者福祉対策の推進 

        高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、介護予防・地域支え合   

い事業など在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、多様化する高齢者のニー   

ズを踏まえながら、高齢者支援住宅の整備を促進するなど、高齢者福祉施設の整   

備を図ります。 

    また、生きがいのある充実した老後を過ごせるよう、高齢者の生きがい、社会   

活動の促進に努めます。 

    介護保険事業については、安定した介護サービスが受けられるよう、介護サー   

ビスや支援体制の充実を図ります。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 養護老人ホーム潮香園整備 
 事業 

・養護老人ホーム潮香園の改築整備 

 ひとり暮らし老人等へのサ 
 ービス事業 

・給食サービス、訪問・電話サービス、緊急通報サ   
ービス等 

 介護予防事業 
・ホームヘルパー派遣による家事援助、日常生活に 
わずかな支障がある高齢者の通所の実施等 

 ウェルシーランド構想の推 
 進【再掲】 

・高齢者向けの新交通システムや新しい住宅スタイル

の事業化促進等 

 

    ⑤ 勤労者・消費者の生活安定 

        雇用の場の確保を図るため、地域産業の活性化を図るなど就業機会の拡充に努   

めるとともに、悪徳商法の巧妙化など消費者問題の多様化に対応し、消費者相談   

機能の充実を図るなど自立した消費者の育成に努めます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 消費者相談事業 ・消費者情報ネットワークの活用等 
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（２）安全・安心のまちづくり  

 

    ① 消防・救急体制の充実 

       火災などの災害に的確に対応できるよう、消防施設や装備を計画的に整備して   

いくとともに、地域における消防・防災体制の充実を図ります。 

       また、市民の防火・防災意識の高揚を図るとともに、防火思想の普及を図りま   

す。 

    救急救助業務については、迅速に救助活動が行えるよう、救急車両などの計画   

的な整備を進めます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 消防施設整備事業 ・消防自動車の更新、水利施設・装備の整備等 

 防火意識普及事業 ・予防広報、防火クラブ等を通じた啓発等 

 救急施設整備事業 ・救急自動車の更新、装備の整備等 

 

 ② 防災体制の充実 

    噴火などの災害に備え、地域防災計画などの見直しを行うとともに、市民の防   

災意識の啓発を進め、災害発生時に地域住民と専門家、行政が一体となって、的   

確、迅速に対応できる体制づくりに取り組んでいきます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 地域防災計画の策定 ・合併に伴う地域防災計画の改定 

 防災意識普及事業 ・防災訓練、自主防災組織の育成等 

 

    ③  防犯、交通安全の推進 

    多様化・複雑化する犯罪・暴力に対し、地域住民の防犯意識の高揚を図るなど   

関係機関が連携を密にして、防犯対策を推進します。 

    また、交通事故を撲滅するため、市民総ぐるみの交通安全運動を進めます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 防犯・交通安全啓発事業 ・防犯・交通安全教育、交通安全運動の実施等 
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２ 産業がいきいきと躍動するまち 

 

 （１）地域産業の振興 

 

① 農林水産業の振興  

       農業の活性化を図るため、環境と調和し、消費者に安全・安心な「食」を提供   

する土づくりやクリーン農業を推進するとともに、野菜、果樹など特産品のブラ   

ンドとしての確立を図ります。また、経営の安定化や担い手確保対策などに取り   

組みます。 

        林業については、森林の機能が十分に発揮されるよう、森林整備を推進すると   

とともに、間伐材の利用促進など資源の有効活用を図ります。 

        水産業については、育てる漁業を推進するため、ホタテ貝などの養殖や種苗放   

流事業、漁港整備などを促進します。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 農業経営総合対策事業 ・担い手育成､新規就農者の確保､経営構造の改善等 

 たい肥センター運営事業 ・有機物資源のたい肥化によるクリーン農業の推進 

 特産品（アロニア等）開発  
事業 

・アロニアの栽培促進、農林水産加工品の開発等 

 担い手育成確保事業 ・新規就農支援、農業漁業後継者対策事業等 

 市民農園事業 ・市民農園開設による地域農業への理解促進 

 森林整備事業 ・造林事業、林道整備 

 漁港整備事業（道事業） ・伊達漁港の整備 

 
 種苗放流事業 
 

・えりも以西海域栽培漁業拠点センターによるマツ 

カワの放流等 

 

 

② 商工業の振興  

    中心市街地の活性化を図るため、高齢者の増加といった環境変化や消費者ニー   

ズを踏まえながら、魅力ある商店街づくりや景観に配慮した商店街の整備に取り   

組みます。 

        工業については、既存企業の育成・振興、企業誘致に取り組むとともに、地域   

資源の活用を図ります。 
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主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 中心市街地活性化事業 ・地域交流プラザの整備、ＴＭＯ支援等 

 中小企業振興支援事業 ・中小企業に対する資金融資等 

 企業誘致事業 ・立地企業に対する助成等 

 
  

（２）観光の振興 
 

① 新たな観光の展開  

    地域の特性、資源を活かした体験滞在型観光を推進するため、観光資源の整備   

を進めるとともに、観光ルートの設定、人材育成など受入体制の充実・強化を図   

ることにより、観光地としての魅力を高めながら観光客の誘致に積極的に取り組   

みます。 

    また、健康、医療、保養といった視点から、温泉やスポーツ・レクリエーショ   

ン施設などの地域資源の連携・活用を図るなど、新たな観光需要の創出に取り組   

みます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 憩いと癒しの里整備事業 
・観光、宿泊、医療、保健、農業等の連携による新  

たな観光サービスの開発、健康保養型施設の整備 
  （北湯沢地区等） 

 観光イベント、情報発信支  
援事業 

・観光イベント支援、国内・海外の観光客誘致等 

 
   

（３）新たな産業の創出 
 

① 起業の促進  

        地域の活性化や雇用の確保を図るため、生活サービスの質の向上など地域密着   

型の需要に着目した生活産業の育成に取り組むなど、地域の特性・資源を活かし   

た新たな産業の創出に取り組みます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 ウェルシーランド構想の推 
 進 

・高齢者向けの新交通システムや新しい住宅スタイ 

ルの事業化促進等                            
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 ３ 自然を感じ火山と共生するまち 

 

 （１）環境の保全と火山との共生 

 

① 環境保全の充実と景観形成の推進  

        環境保全への関心を高め、環境を重視した地域づくりを進めるため、環境基本   

計画を見直し、環境保全の推進に努めるとともに、環境学習などの取組を進めま   

す。 

    また、周期的に噴火活動を繰り返す有珠山との共生を図りながら、すぐれた自   

然環境の保全・活用、魅力ある景観の形成を図るため、長流川など地域のすぐれ   

た自然を守る取組や自然にふれる機会の充実を図るとともに、自然や街並みと調   

和した景観づくりに取り組みます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

環境推進事業 ・合併に伴う環境基本計画の改定、環境学習等 

緑化推進事業【再掲】 ・植樹、森林整備等 

景観形成事業 ・景観に配慮した街並み整備等 

 

 （２）生活環境の保全 

 

① 生活環境の保全  

        良好な生活環境の形成を図るため、廃棄物の適正処理を推進するとともに、ご   

みの減量化、資源化、再利用化を推進するなど、循環型社会構築に向けた取組を   

進めます。 

    また、火葬場などの環境衛生施設の整備を図るとともに、適切な維持管理に努   

めます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 火葬場建設事業 ・火葬場の建設 

 霊園整備事業 ・霊園の整備（伊達第三期造成工事） 

 廃棄物処理事業 ・西いぶり廃棄物処理広域連合による処理等 

 リサイクル推進事業 ・市民､事業者､行政によるリサイクル運動の推進等 
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４ 快適でゆとりとやすらぎのあるまち 

 

 （１）定住の促進 

 

① 住宅・住環境の整備 

        良好な住宅・住環境を確保するため、環境変化や居住者のニーズを踏まえなが   

ら公営住宅の建替・修繕を計画的に進めるとともに、情報通信の高速化や大容量

化に対応するため高度無線環境の整備を促進するなど、総合的に定住環境の整備

に取り組んでいきます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

公営住宅整備事業 ・既存公営住宅の建替等 

ウェルシーランド構想の推 
 進【再掲】 

・高齢者向けの新交通システムや新しい住宅スタイ 

ルの事業化促進等 

ＣＡＴＶ施設整備事業 ・地上波デジタル放送対応施設の整備等 

高度無線環境整備推進事業 ・光ファイバ網の整備等 

 

  

（２）生活環境の整備 

 

① 道路・河川の整備  

        道路については、地域の発展に重要な広域道路網の整備促進を図るとともに、   

地域住民の暮らしを支える市道の整備を計画的に進めます。 

    また、市道の適切な維持管理に努めるとともに、除雪については、地域の状況   

を踏まえた体制整備を図り、適切に対応します。 

       河川については、水害を防ぐため河川改修を進めるとともに、自然環境を活か   

した親水空間の創出に努めます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 市道の整備 
・志門気通り線、浜町線、西浜通り線、末永梅本通  

街路、昭園三階滝線等の整備 

 道道の整備（道事業） ・錦大通の整備 

 河川の整備（道事業） ・二級河川気門別川の改修 

 国道・道道の整備 
 （国、道への要望事項） 

・国道4 5 3号線の整備促進 
・関内～立香間の道路新設要望 
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② 上水道の整備  

        市民生活に欠くことのできない安全な「水道水」を安定的に供給するため、既   

存施設の整備を効果的に行うとともに、将来の水需要や宅地開発の状況などを踏   

まえながら、拡張事業の検討・整備を進めます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

水道施設整備事業 ・配水管、浄水施設、電算システム等の整備 

 

③ 下水道の整備  

        河川・湖沼などの水質保全や生活環境の向上を図るため、計画的に下水道を整   

備するとともに、下水道による処理が難しい地域については、合併処理浄化槽の   

設置を進めます。 

  また、水洗化を促進するとともに、事業所、家庭などから排出される汚水の下

水道への接続を推進します。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

公共下水道事業 ・管渠、ポンプ場、終末処理場等の整備 

公共下水道MICS関連事業 
・し尿及び浄化槽汚泥の終末処理場一括処理に向け 

た整備 

浄化槽整備促進事業 ・合併処理浄化槽設置に対する補助等 

 

④ 公園・緑地の整備  

  緑豊かな生活環境の形成を図るため、公園・緑地の計画的な整備、適切な管理

運営に努めるとともに、市民・企業などとの協働により緑化を推進します。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 総合運動公園整備事業 

 【再掲】 

・市民のスポーツ・レクリエーション活動の拠点と 

なる総合運動公園の整備 

 公園の整備 ・身近な公園等の整備 

 緑化推進事業 ・植樹、普及啓発等 
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 （３）交通利便性の確保 

 

① 公共交通機関等の充実  

        地域住民の日常生活の足として必要不可欠な公共交通の確保・充実を図るため、   

バス路線の維持に努めるとともに、高齢者向け交通システムの事業化促進などの   

取組を進めます。 

    また、大滝地域では、公共交通の充実が重要な課題となっていることから、公   

共交通に対するニーズの把握に努めながら、路線バスのあり方や新たな交通シス   

テムの検討を進めるなど、利便性の向上に取り組みます。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

バス路線維持事業 
・国鉄胆振線代替バスの運行、生活維持バス路線の 

運行に対する補助 

 ウェルシーランド構想の推 

 進【再掲】 
・高齢者向けの新交通システムの事業化促進等 
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 ５ 人と文化をはぐくみ学びあうまち 

 

 （１）生涯学習活動の推進 

 

① 学校教育の充実  

    「ゆとり」の中で「生きる力」を育み、個性と人間性豊かな児童生徒を育成す   

るため、教育活動の充実を図るとともに、スクールカウンセラーの配置などによ   

り「悩み」への適切な対応に努めます。 

    また、学校施設の計画的な整備を進めるとともに、スクールバスなどにより児   

童生徒の通学の足の確保を図ります。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 学校施設の整備 ・小中学校等学校施設の整備 

 学校給食センター整備事業 ・学校給食センターの整備 

 コンピューター整備事業 ・小中学校へのパソコン設置、環境整備等 

 総合学習推進事業 ・地域に根ざした総合学習の推進 

 スクールバス運行事業 ・公共交通不便地域に係るスクールバスの運行 

 
 

② 社会教育の充実  

        市民の多様な学習ニーズに応えるとともに、地域を担う人材の育成を図るため、   

少年から高齢者に至るまで、学習機会の充実に取り組むとともに、市民の自主的   

な学習活動や社会参加を促進します。 

 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

青少年教育事業 ・自然体験学習やボランティア活動の推進等 

 生涯学習推進事業 ・市民講座の実施等 

 生きがいづくり学習推進事業 ・高齢者教室の実施、講演会の開催等 

図書館整備事業 ・図書館の整備等 

 

 

 （２）文化・スポーツ、交流活動の推進 

 

① 地域文化の振興  

        芸術・文化に対する市民ニーズに応えるため、芸術文化活動を促進するととも   
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に、すぐれた芸術文化に接する機会の充実に努めます。   

また、文化施設の整備、機能の充実を図るとともに、貴重な文化財の調査・研   

究・保存に努めます。 

      主 な 事 業          事 業 の 概 要 

有珠モシリ遺跡整備事業 ・有珠モシリ遺跡の史跡指定の推進、整備 

総合文化展示館整備事業 
・文化財の保存・活用を図る施設として総合文化 

展示館を整備 

芸術文化振興事業 ・舞台芸術等の公演の開催等 

 
 
 
② スポーツの振興  

    だれもが多様なスポーツ・レクリエーション活動を楽しむことができるよう、 

      地域性などを考慮しながら施設整備に取り組みます。 

    また、指導者の育成や参加機会の拡充、管理運営方法の改善など市民が気軽に   

利用できる環境づくりに取り組みます。 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

 総合運動公園整備事業 
・市民のスポーツ・レクリエーション活動の拠点と 

なる総合運動公園の整備 

クロスカントリースキーコ 
 ース整備事業 

・大滝クロスカントリースキーコースのコース整備 

等 

パークゴルフ場整備事業 ・パークゴルフ場の整備 

スポーツ活動支援事業 ・スポーツ指導者養成等 

学校施設開放事業 ・学校体育施設の開放 

 
 

③ 交流活動の推進  

        創造性豊かな人材の育成や地域の活性化を図るため、姉妹都市・友好都市との   

交流を進めます。 

    また、地域住民の交流の活性化を図るため、自主的なまちづくり活動を促進す       

るとともに、コミュニティ施設の充実などに努めます。 

主 な 事 業 事 業 の 概 要 

コミュニティ施設の整備 
・コミュニティセンター等の整備（長和地区、優徳  

地区等） 

市民自主企画学習促進事業 ・市民の手による学習活動の促進 
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６ みんなで知恵をだしあう創造のまち 

 

 （１）市民によるまちづくり 

 

① 住民参画の推進  

       市民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、市民へ積極的に情報提供   

を行うとともに、意見要望の的確な把握に努めます。 

    また、ワークショップ方式の活用や審議会委員の公募、パブリックコメントの   

導入など政策形成に参画できる機会の拡大を図るとともに、地域自治区を設置す   

るなど住民自治を推進し、住民参画を進める仕組みを整備します。 

      主 な 事 業          事 業 の 概 要 

 （仮称）市民参加条例の制  

定等 

・協働によるまちづくりを推進するため、市民参加   

に関するルールづくりと役割の明確化等 

 広報・広聴事業 
・広報紙の発行、ホームページの作成・更新、タウ 

ンミーティング等 

 出前講座の実施 
・市民生活に関わりが深い事柄について、市民の希望

する会場に職員が出向いて説明 

 

② 男女共同参画の推進  

        男女共同参画社会の形成に向けて、地域や各種団体などと連携し、情報提供や   

啓発活動に取り組むとともに、女性の社会参加を促進します。 

      主 な 事 業          事 業 の 概 要 

 男女共同参画社会づくり推 

 進事業 
・普及啓発活動等 

 

 

 （２）行財政改革の推進 

 

① 効率的な行財政運営  

        市民本位の行政運営を基本に、地方分権に対応し、効果的・効率的に行政運営   

を行うため、組織・機構の不断の見直しや適正な定員管理に努めるとともに、職   

員の意識改革や政策形成能力の向上を図ります。 

        また、民間にできるものは民間が行うという視点に立って、行政経費の節減合   

理化に努めるとともに、政策評価の考え方を取り入れ、施策・事業の実施に当た   
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っては、緊急度、優先度を考慮するなど、限られた財源の重点的かつ効率的な配   

分を図ります。 

        公共施設の管理運営については、指定管理者制度の導入などにより施設管理の   

効率化や市民サービスの向上、経費の節減を図ります。 

 

      主 な 事 業          事 業 の 概 要 

 庁舎の整備 ・合併に伴う伊達庁舎・大滝庁舎の改修 

 情報システムの整備 ・電算システムの一元化、情報ネットワークの整備等 
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Ⅴ 公共的施設の適正配置と整備 

 

      公共的施設については、住民生活との関わりが深いことから、住民生活への影響  

に十分配慮し、地域の実情、地域間のバランス、財政事情等を考慮しながら効率的  

な整備を図ります。 

      新市の庁舎については、基本的に既存庁舎の有効活用を図ることとし、行政運営  

の効率性や地域性を考慮しながら、一部行政組織を分散して配置します。 

   本庁舎は現在の伊達市役所の位置とし、旧役場庁舎については、住民の利便性を  

考慮し、住民に直接関わるサービス機能を有するように整備します。 

      また、情報ネットワークの整備などを進め、住民の利便性の向上と行政運営の効  

率化を図ります。 
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Ⅵ 財政計画 

 

財政計画は、健全な財政運営を行うことを基本に、平成１８年度から令和７年度

までの２０年間について、合併による歳出の削減効果、社会福祉関係経費の増加、

新市建設計画に必要な経費等を反映させ、普通会計ベースで作成しています。 

なお、平成１８年度から令和元年度までの数値はそれぞれの年度の決算値、令和

２年度以降の数値は決算見込値としています。 

 

 １ 歳入 

 

   （１）地方税 

     人口推計及び過去の市税伸び率等から試算している。 

（２）普通交付税 

         地方税等の推計値と人口推計から試算している。 

   （３）地方交付金等 

         消費税増税分及び人口推計から試算している。 

   （４）国・道支出金 

         扶助費及び投資的経費から試算している。 

   （５）市債 

         臨時財政対策債を除く起債額を投資的経費から試算している。 

   （６）その他 

         人口推計から試算している。 
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 ２ 歳出 

 

  （１）人件費  

         令和元年度の年齢構成から将来の年齢構成を推計し、令和元年度の年代別平均

給与から試算している。 

  （２）扶助費 

         過去の伸び率及び７５歳以上の人口推計の伸び率から試算している。 

   （３）公債費 

         過去の実績及び計画期間中の臨時財政対策債と市債の発行見込みから試算し

ている。 

   （４）物件費 

         消費税増税分及び総事業費の伸び率から試算している。 

   （５）維持補修費 

         消費税増税分、総事業費の伸び率及び各種計画から試算している。 

   （６）繰出金 

         普通建設事業の伸び率から試算している。 

   （７）その他 

         過去の伸び率や決算額に占める割合から試算している。 

   （８）投資的経費 

令和元年度から令和３年度については、現時点で予定されている普通建設事業

から試算し、令和４年度以降は各種計画や過去の決算推移から試算している。 
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 ３  財政計画  

 

（１）歳   入                                                     
                                                                   単位：百万円 

   区     分  18年度  19年度  20年度 21年度 22年度  23年度 24年度  25年度 26年度  27年度 

地方税 3,512  3,755  3,844  3,724  3,738  3,813  3,781  3,779  3,859  3,788 

普通交付税 5,156  4,824 5,231 5,296 5,696 5,668 5,984 5,991 5,768 5,730 

地方交付金等 
（特別交付税含む） 

1,944  1,566 1,562 1,537 1,586 1,709 1,510 1,533 1,559 1,833 

国・道支出金  2,554 2,563 3,130  4,145  3,852  4,223  3,855  4,560  3,980  3,793 

繰越金 408    441 93 492 526 620 507 860 896 747 

市 債 2,008  2,400  1,691  1,417  1,852  2,121  1,728  1,685  1,216  1,256 

 うち臨時財政対策費    454    412 386 599 871 670 703 724 683 625 

その他 1,152  1,549 1,725 1,561 1,534 1,424 1,334 1,283 1,727 1,179 

合     計    16,734 17,105 17,276 18,172 18,784 19,578 18,699 19,691 19,005 18,326 

 

 （２）歳  出 
                                                                   単位：百万円 

    区     分  18年度  19年度  20年度  21年度  22年度  23年度  24年度  25年度  26年度  27年度 

義務的経費 7,423 7,493 7,336 7,521 8,081 7,916 7,948 7,889 8,002 7,871 

 

人件費 2,973 2,890 2,675 2,665 2,689 2,464 2,355 2,217 2,230 2,230 

扶助費 2,250 2,316 2,395 2,540 3,116 3,102 3,224 3,242 3,398 3,336 

公債費 2,200 2,287 2,266 2,316 2,276 2,350 2,369 2,430 2,374 2,305 

その他の経費 6,032 7,111 6,420 7,429 7,508 7,407 7,086 7,786 7,379 7,845 

 

物件費 1,883 1,916 1,781 2,027 2,031 2,065 1,972 1,983 2,316 2,417 

維持補修費 257 260 284 271 253 284 279 292 299 297 

繰出金 1,850 1,773 1,750 1,713 1,709 1,699 2,280 1,777 1,968 1,943 

その他 2,042 3,162 2,605 3,418 3,515 3,359 2,555 3,734 2,796 3,188 

投資的経費 2,838 2,408 3,028 2,696 2,575 3,748 2,804 3,120 2,877 1,552 

 合     計     16,293 17,012 16,784 17,646 18,164 19,071 17,838 18,795 18,258 17,268 
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単位：百万円  

    区     分  28年度  29年度  30年度  元年度  ２年度  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  ７年度 

地方税 3,855 3,820 4,008 3,989 3,917 3,840 3,823 3,778 3,716 3,671 

普通交付税 5,603 5,497 5,603 5,694 5,478 5,484 5,526 5,505 5,518 5,522 

地方交付金等 
（特別交付税含む） 

1,669 1,730 1,716 1,694 1,800 1,832 1,823 1,817 1,796 1,777 

国・道支出金 3,959 3,865 3,793 3,772 3,793 3,610 3,609 3,518 3,536 3,646 

繰越金 1,058 961 562 377 213 43 0 0 0 0 

市 債 1,428 3,229 1,276 1,027 1,253 1,082 1,339 1,076 1,078 1,114 

 うち臨時財政対策費 509 532 531 423 422 422 425 423 424 425 

その他 1,114 2,046 1,230 1,569 1,613 1,263 1,200 1,190 1,166 1,164 

     合     計     18,686 21,148 18,188 18,122 18,067 17,154 17,320 16,884 16,810 16,894 

 

単位：百万円  

    区     分  28年度  29年度  30年度  元年度  ２年度  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  ７年度 

義務的経費 7,718 7,756 7,697 7,741 8,055 8,149 8,147 8,053 7,975 7,941 

 

人件費 2,098 2,108 2,137 2,172 2,477 2,487 2,477 2,461 2,454 2,457 

扶助費 3,447 3,500 3,341 3,411 3,423 3,438 3,453 3,468 3,483 3,497 

公債費 2,173 2,148 2,219 2,158 2,155 2,224 2,217 2,124 2,038 1,987 

その他の経費 7,353 8,086 7,929 8,174 7,891 7,628 7,683 7,568 7,441 7,582 

 

物件費 2,493 2,481 2,693 2,629 2,435 2,436 2,461 2,473 2,494 2,536 

維持補修費 313 383 326 285 300 296 299 300 302 307 

繰出金 2,060 2,121 1,614 1,685 1,754 1,690 1,685 1,678 1,578 1,640 

その他 2,487 3,101 3,296 3,575 3,402 3,206 3,238 3,117 3,067 3,099 

投資的経費 2,654 4,745 2,185 1,995 2,078 1,651 1,834 1,632 1,635 1,723 

     合     計  17,725 20,587 17,811 17,910 18,024 17,428 17,664 17,253 17,051 17,246 
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議案第２号 

担当課 地域振興課 

（単位：千円） 

種別 事 業 名 事業概要 目的・効果等 事業費 事業費の算出根拠 
基金充当 

予 定 額 
備 考 

Ｄ 大滝徳舜瞥学校修

学旅行支援事業 

大滝徳舜瞥学校の

９年生の修学旅行

におけるバスの借

上げ等による旅行

経費の増額に要す

る経費について、費

用の一部補助を行

なう 

生徒数や保護者の

費用負担の関係上、

修学旅行先が限定

されていたが、当支

援事業の実施によ

り、他の伊達市立中

学校と同様の学び

を実施することが

できる 

３５０  令和３年度 修学旅行予定人数 10名 

 生徒   ７名 

（９年生６名＋転入対応分１名） 

 引率教員 ３名 

 

・修学旅行支援補助金 

35,000円×10名＝350,000円 

 計 350,000円 

３５０ 新 規 

（記載上の留意事項） 

 １．種別欄は次の区分に従って記入し、種別毎に用紙を換えること。 

   Ａ（福祉）、Ｂ（保険・医療）、Ｃ（労働）、Ｄ（生涯学習）、Ｅ（スポーツ・レクリェーション）、Ｆ（生きがい）、Ｇ（生活環境）、 

   Ｈ（社会参加）、Ｉ（地域活性化）、Ｊ（人材育成）、Ｋ(その他) 

 ２．事業費欄は単年度ベースを記入し、継続事業については全体事業を備考欄に記入すること。 
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議案第２号 

 

○伊達市大滝区修学旅行支援補助金交付要綱（案） 

令和 年 月 日 

告示第 号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大滝区における義務教育の円滑な運営と保護者等の負担軽減を目的とし、大滝

徳舜瞥学校後期課程に就学している生徒が参加する修学旅行を支援するため、当該事業を行う大滝

徳舜瞥学校ＰＴＡに対し交付する修学旅行支援補助金（以下「補助金」という。）に関し、伊達市

補助金等交付規則（平成23年規則第15号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象経費） 

第２条 補助金の交付対象となる経費は、バスの借上げ等により旅行経費の増額に要する経費とする。 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費から北海道教育委員会が定める「修学旅行引率旅

費配分基準」別表１「配分標準単価表」の額を差し引いた額とし、市の予算の範囲内とする。ただ

し、国または地方公共団体の負担において修学旅行費の全部または一部の給付等を受けた場合は補

助金の額から給付金等の額を除くものとする。 

（委任） 

第４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 
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